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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成28年8月25日(2016.8.25)

【公表番号】特表2014-530298(P2014-530298A)
【公表日】平成26年11月17日(2014.11.17)
【年通号数】公開・登録公報2014-063
【出願番号】特願2014-532342(P2014-532342)
【国際特許分類】
   Ｃ２１Ｄ   7/02     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/58     (2006.01)
   Ｂ２１Ｂ   3/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２１Ｄ    7/02     　　　Ｅ
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０２Ｚ
   Ｃ２２Ｃ   38/58     　　　　
   Ｂ２１Ｂ    3/02     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年7月4日(2016.7.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＷＩＰおよびナノ双晶オーステナイト系ステンレス鋼を製造する方法であって、
　０．０１８ｗｔ％以下のＣ、０．２５～０．７５ｗｔ％のＳｉ、１．５～２ｗｔ％のＭ
ｎ、１７．８０～１９．６０ｗｔ％のＣｒ、２４．００～２５．２５ｗｔ％のＮｉ、３．
７５～４．８５ｗｔ％のＭｏ、１．２６～２．７８ｗｔ％のＣｕ、０．０４～０．１５ｗ
ｔ％のＮを含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物であるオーステナイト系ステンレス鋼
を用意するステップと、
　前記オーステナイト系ステンレス鋼を０℃未満の温度にするステップと、
　ナノ双晶が材料内に形成されるように、少なくとも３０％の塑性変形までその温度で前
記オーステナイト系ステンレス鋼に塑性変形を与えるステップと
を特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記材料に前記塑性変形が与えられる前に、前記材料が－５０℃未満の温度にされる、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記材料に前記塑性変形が与えられる前に、前記材料が－７５℃未満の温度にされる、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　引抜加工によって前記材料に前記塑性変形が与えられる、請求項１から３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項５】
　圧縮によって前記材料に前記塑性変形が与えられる、請求項１から３のいずれか一項に
記載の方法。



(2) JP 2014-530298 A5 2016.8.25

【請求項６】
　前記材料が少なくとも４０％の塑性変形まで塑性変形される、請求項１から５のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記材料が少なくとも５０％の塑性変形まで塑性変形される、請求項１から６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項８】
　１回の変形当たり１０％未満で間欠的に前記材料に前記塑性変形が与えられる、請求項
１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　１秒当たり０．１５％を超える速度で前記材料に前記変形が与えられる、請求項１から
８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　１秒当たり３．５％未満の速度で前記材料に前記変形が与えられる、請求項１から９の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　０．０１８ｗｔ％以下のＣ、０．２５～０．７５ｗｔ％のＳｉ、１．５～２ｗｔ％のＭ
ｎ、１７．８０～１９．６０ｗｔ％のＣｒ、２４．００～２５．２５ｗｔ％のＮｉ、３．
７５～４．８５ｗｔ％のＭｏ、１．２６～２．７８ｗｔ％のＣｕ、０．０４～０．１５ｗ
ｔ％のＮを含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物であるナノ双晶オーステナイト鋼であ
ること、ならびに材料における平均ナノスケール間隔が１０００ｎｍ未満であること、お
よびナノ双晶密度が３５％を超えていることを特徴とする、オーステナイト系ステンレス
鋼材料。
【請求項１２】
　前記材料における前記平均ナノスケール間隔が５００ｎｍ未満である、請求項１１に記
載のオーステナイト系ステンレス鋼材料。
【請求項１３】
　前記材料における前記平均ナノスケール間隔が３００ｎｍ未満である、請求項１１に記
載のオーステナイト系ステンレス鋼材料。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
サンプル３
　サンプル３は、張力により１秒当たり１％に相当する３０ｍｍ／分の速度で塑性変形さ
せた。サンプルは、１ステップ当たり３％程度まで、総変形が６５％になるまで変形させ
た。引抜加工は－１９６℃で実施した。
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